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環境保全型農業とは、農業の持つ物質循環機能

を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、

土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等に

よる環境負荷の軽減、さらには農業が有する環

境保全機能の向上に配慮した持続的な農業、の

ことを指します※注１。

環境保全型農業・有機農業・有機農産物とは

有機農業は、生物の多様性、生物的循環及び土壌の生物活性等、農業生態系の健全性を促

進し強化する全体的な生産管理システムであり、国際的な委員会（コーデックス委員会※注３）

が作成した「ガイドライン※注４」に、その「生産の原則」が規定されています。

我が国では、平成１８年度に策定された「有機農業推進法※注５」において、有機農業を「化

学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないこと

を基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用

いて行われる農業をいう。」と定義されています。

※注１：「今後の環境保全型農業に関する検討会」報告書（2008年3月 農林水産省
生産局農産振興課環境保全型農業対策室）による。

農業の自然循環機能※注２のイメージ

※注３：コーデックス委員会とは、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、1963年にFAO及びWHOにより設置された国際的な政府間
機関。国際食品規格の策定等を行っており、我が国は1966年より加盟。

※注４：有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン（CAC/GL32-1999）
※注５：有機農業の推進に関する法律（平成18年法律第112号）

有機農産物とは、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌

の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をで

きる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において、

・周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じていること

・は種又は植付け前２年以上化学肥料や化学合成農薬を使用しないこと

・組換えＤＮＡ技術の利用や放射線照射を行わないこと

など、コーデックス委員会のガイドラインに準拠した「有機農産物の日本農林規格」の基準

に従って生産された農産物のことを指します。

この基準に適合した生産が行われていることを第三者機関が検査し、認証された事業者は、

「有機ＪＡＳマーク」を使用し、有機農産物に「有機○○」等と表示することができます

（逆に、認証を受けていない農産物に「有機○〇」等の表示を行うことはできません）。

環境保全型農業

有機農業

有機農産物

※注２：農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存
し、かつこれを促進する機能のこと。



２．全国推進事業

オーガニック・エコ農産物安定供給体制構築事業

有機農業の面的拡大と有機農業により生産された農産物の安定的な供給体制を構築するため、輸出も
視野に入れたマーケットインの発想を基本としたオーガニックビジネスの実践拠点づくりに対する取
組を支援しました。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

○ 消費者に対する啓発活動
○ 生産者と実需者との商談会の開催 等

１．オーガニックビジネス実践拠点づくり事業 補助率：定額
事業実施主体：協議会

〇 生産供給拠点の構築

（２）消費者等の理解増進

○ オーガニックビジネス実践拠点における販売戦略を企画・提案する「オーガニックプロデューサー」の選定・派遣

○ 生産と実需を結び付けるポータルサイトの構築 等

（１）生産・実需情報の共有の構築・オーガニックビジネスの実践支援

（３）新規就農促進
○ 研修受入れ農業者に対する研修会の開催 等

①実践拠点を核に新規の有機農業実践者の確保・育成や有機農業者
間のネットワークづくりを支援

②複数の有機農業実践者による多品目・周年供給体制の構築、実需
者との連携強化（定期的な意見交換）を支援

③有機農業新規参入者や慣行栽培からの転換者に対する技術講習会
の開催や土づくり技術実証（最大2年間）を支援

実践拠点の取組を支援
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国際認証取得拡大緊急支援事業のうち有機JAS認証等取得等支援事業

○ 有機ＪＡＳ認証の取得、輸出向け
商談、輸出向け新商品開発、技術講
習会の開催、機械等リース等を支援
○ GLOBALG.A.P.認証の取得、輸出
向け商談等を支援

事業内容 効果

○ 有機同等性の仕組みを利用したＥＵ向け輸出の拡大
○ 国内有機農業取組面積の拡大
○ 取引先からの要求に応じた、GLOBALG.A.P.認証取
得者数の拡大

＜補助率：定額、１／２＞

事業実施主体

協議会等

ＥＵ諸国及び東南アジア諸国等に対する農畜産物・加工食品の輸出拡大に向け、有機ＪＡ
Ｓ認証等の取得等を支援しました。

※オーガニックビジネス実践拠点づくり事業の取組事例は、別冊「オーガニックビジネス実践拠点づくり編」をご覧ください

※この取組事例集では、国際認証取得拡大緊急支援事業のうち有機JAS認証等取得等支援事業の取組を紹介しています。



国際認証取得拡大緊急支援事業のうち
有機JAS認証等取得等支援事業

実施地区一覧

１ 北海道オーガニックビーフ振興協議会（北海道）
２ ヤマキ醸造株式会社（埼玉県）
３ ＮＯ－ＲＡ～農楽～（神奈川県）
４ 湘南オーガニック協議会（神奈川県）
５ 杉田農園（静岡県）
６ 飯田農園（愛知県）
７ 有限会社永源寺マルベリー（滋賀県）
８ JAたじまコウノトリ育むお米生産部会（兵庫県）
９ 株式会社GreenMind（兵庫県）
10 イトク食品株式会社（広島県）
11 高村農園（山口県）
12 旭商事株式会社（徳島県）
13 光食品株式会社（徳島県）
14 株式会社山下農園（高知県）
15 鶴味噌醸造株式会社（福岡県）
16 青紫蘇農場株式会社（熊本県）
17 株式会社正義園（宮崎県）

18 明神隆（宮崎県）
19 佐伯修（宮崎県）
20 有限会社かごしま有機生産組合（鹿児島県）
21 日置市有機・輸出茶研究会（鹿児島県）
22 霧島市茶業振興会（鹿児島県）
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※ 取組事例は、ご協力いただけた事業実施主体のみ掲載しています。



■生産量(HOBA参加牧場内)：

3頭(2017年)→14頭(2018年)

有機JAS認証により販売価格が上昇

■有機JAS指定講習会受講者の増加：

10人(2017年)→47人(2018年) 

■有機JAS申請取得者数の増加：

1企業(2018年)→3企業(2019年（見込））

北海道オーガニックビーフ振興協議会（北海道）

国内の肉用牛有機JAS認証は2009年に北里大学獣医学部付属FSC八雲牧場が取得して以降、
約10年間普及が進んでいませんでした。協議会では、有機JAS牛肉の生産基盤拡大のため
に、海外への輸出も視野に入れた多角的な加工・流通販売モデルの確立を目指しています。

■新たな有機JAS取得に向けた取組
講習会を7回開催し、申請取得のための環境を整備
■輸出に向けた取組
オーガニックEXPO・JETRO台湾商談会に出展
台湾商談実施、GFP・JETROに登録し情報を共有化

一言アピール！
有機JAS牛肉生産は始まったばかりで安定する
までには時間がかかります。でも生産者、加工
流通業者は環境を整備し前向きに取り掛かって
います。これから徐々に生協やスーパーで販売
してゆきますので、ぜひご賞味ください！

問い合わせ先：
北海道農政事務所

生産経営産業務生産支援課
011－330－8807

オーガニックEXPO2018出展

有機JAS指定講習会釧路会場参加者

北海道オーガニックビーフ振興協議会（HOBA）は有機畜産（特に肉用牛）の生

産・流通拡大を目的に2017年4月20日に設立されました。

■事業実施主体の構成員：生産者13/流通14/学術5/そのほか１

■2018年度有機JAS格付実績：枝肉23頭、部分肉5t、精肉1.8t

■主な事業：各生産者や流通関係のJAS有機認証を取得支援、オーガニック
ビーフ普及活動、生産者の増産、収益性の向上等の技術開発

事業実施主体の概要

成果（2017年→2018年）

取組のポイント（取組期間：2017年～）
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